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地域包括ケアシステム構築に向けた取組事例（様式） 

 

①市区町村名 中野区 

②人口（※１） 313,167人 （      ） 

③高齢化率（※１） 

（65 歳以上、75 歳以上そ

れぞれについて記載） 

20.4％（65歳～74歳：9.84％、75歳以上：10.53％） 

※②、③は日常生活圏域別基礎統計（5月 1日現在）から。 

（      ） 

① 取組の概要 【見守り対象者名簿の提供】 

支援を必要とする人に対する見守り・支えあい活動を推進するため、町会・自

治会、民生・児童委員等への行政保有情報に基づく個人情報名簿の提供を行う。 

⑤取組の特徴 

 

提供先：提供を希望する町会・自治会、民生・児童委員、警察署、消防署。 

登載情報：氏名、住所、年齢、性別、本人が名簿登載を希望する支えあい事項 

登載対象者：70歳以上単身者、75歳以上のみの世帯の世帯員、障害者手帳所持

者、名簿登載を希望する者。 

   ※町会・自治会会員以外も含む。 

登載の意思確認： 

高齢者→本人通知を行い、名簿登載不同意者を町会・自治会用に非登載。 

障害者→本人通知を行い、名簿登載希望者を名簿登載。 

⑥開始年度 平成 23年 4月 1日条例施行 

※最初の名簿提供は、平成 23年 11月。 

⑦取組のこれまで

の経緯 

平成 23年 4月 ：地域支えあい活動の推進に関する条例 

平成 23年 11月：見守り対象者名簿提供（8町会・自治会） 

平成 24年 2月 ：見守り対象者名簿提供（13町会） 

平成 24年 8月 ：見守り対象者名簿提供（13町会） 

平成 25年 2月 ：見守り対象者名簿提供（15町会） 

平成 25年 8月 ：見守り対象者名簿提供（16町会・予定） 

⑧主な利用者と人

数 

名簿登載者（平成 24年度末） 

6,960人（高齢者：6,477人、障害者：483人） 

※通知対象者：12,625人 

※名簿登載率 高齢者 68％ 障害者 16％ 

⑨取組の実施主体

及び関連する団

体・組織 

町会・自治会（65団体/110団体） 

民生・児童委員 

⑩市区町村の関与

（支援等）（※２） 

ア．地域での支えあい活動への支援 

イ．発見された異変への公的サービスの提供調整 

ウ．24時間 365日の地域からの異変通報等の受付 

エ．要支援者に対する訪問調査（75歳以上全員＋70歳以上単身） 

オ．見守り対象者名簿の提供 

カ．支えあい推進のための会議の実施 

※財政的な支援なし。 

東京都 

別紙 １ 



 

⑪国・都道府県の関

与（支援等）（※３） 

東京都高齢社会対策区市町村包括補助事業  

実績額 1,707,962円 

※補助率は実績額の 1/2 

※上記は事業名「地域支えあいネットワーク推進」の 24年度実績報告額

のうち、見守り対象者名簿に関連する額 

 

⑫取組の課題 ◇名簿提供町会・自治会の拡大 

◇地域における担い手の育成 

⑬今後の取組予定 ◇名簿提供町会・自治会の拡大及び取組み内容の充実のため、活動報告会の開

催や事例集を作成する。 

⑭その他  

 

 

⑮担当部署及び連

絡先 

地域支えあい推進室 地域活動推進分野 地域自治推進担当 

電話 03(3228)8838(直通) 

※１ 一部地域に限定した実施の場合は、当該地域の人口・高齢化率を（  ）内に記載してください。 

※２ 市町村から財政的支援が行われている場合には予算額等を含めて記載ください。 

※３ 国や都道府県から財政的支援を受けている場合は、補助金や交付金等の名称、額等を含めて記載

ください。 


